
議
第
六
十
一
号

訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

県
は
、
次
の
と
お
り
、
清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
基
金
事
業
補
助
金
の
返
還
等
を
求
め
る
訴
え
を
岐
阜
地
方

裁
判
所
に
提
起
す
る
も
の
と
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

被
告
と
な
る
べ
き
者

大
垣
市
寺
内
町
一
丁
目
三
六
番
地
二

（一）

東
海
タ
ナ
ゴ
研
究
会

（二）
二

請
求
の
趣
旨

被
告
東
海
タ
ナ
ゴ
研
究
会
は
、
原
告
に
対
し
、
金
二
百
六
十
八
万
八
千
七
百
七
十
円
並
び
に
う
ち
金
三
十

（一）
五
万
五
千
五
百
二
十
三
円
に
対
す
る
平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日
か
ら
、
う
ち
金
四
十
九
万
四
千
百
二
円
に

対
す
る
平
成
二
十
九
年
四
月
十
二
日
か
ら
、
う
ち
金
四
十
四
万
七
千
四
百
十
五
円
に
対
す
る
平
成
三
十
年
四

月
十
六
日
か
ら
、
う
ち
金
四
十
一
万
七
千
三
百
十
九
円
に
対
す
る
平
成
三
十
一
年
四
月
八
日
か
ら
及
び
う
ち

金
九
十
七
万
四
千
四
百
十
一
円
に
対
す
る
令
和
二
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
各
支
払
済
み
ま
で
年
十
・
九
五

パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
よ
る
加
算
金
並
び
に
金
二
百
六
十
八
万
八
千
七
百
七
十
円
に
対
す
る
令
和
三
年
七
月

三
十
一
日
か
ら
支
払
済
み
ま
で
年
十
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
よ
る
延
滞
金
を
支
払
え
。

被
告

は
、
原
告
に
対
し
、
金
二
百
六
十
八
万
八
千
七
百
七
十
円
並
び
に
う
ち
金
三
十
五
万
五
千

（二）
五
百
二
十
三
円
に
対
す
る
平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日
か
ら
、
う
ち
金
四
十
九
万
四
千
百
二
円
に
対
す
る
平

成
二
十
九
年
四
月
十
二
日
か
ら
、
う
ち
金
四
十
四
万
七
千
四
百
十
五
円
に
対
す
る
平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

か
ら
、
う
ち
金
四
十
一
万
七
千
三
百
十
九
円
に
対
す
る
平
成
三
十
一
年
四
月
八
日
か
ら
及
び
う
ち
金
九
十
七

万
四
千
四
百
十
一
円
に
対
す
る
令
和
二
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
各
支
払
済
み
ま
で
年
十
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
に
よ
る
加
算
金
並
び
に
金
二
百
六
十
八
万
八
千
七
百
七
十
円
に
対
す
る
令
和
三
年
七
月
三
十
一
日
か

ら
支
払
済
み
ま
で
年
十
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
よ
る
延
滞
金
を
支
払
え
。

訴
訟
費
用
は
、
被
告
の
負
担
と
す
る
。

（三）と
の
判
決
並
び
に

及
び

に
つ
い
て
、
仮
執
行
の
宣
言
を
求
め
る
。

（一）

（二）

三

訴
訟
遂
行
の
方
針
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判
決
の
結
果
に
よ
り
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
上
訴
す
る
。
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